
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備えは大丈夫ですか？ 

火災被害を抑えるために次のものを設置しましょう。 

① 消火器 ② 防炎品 

 

初期消火のために 

 

火が燃え広がらないように、 

この表示のものを選びましょう。 

 

③ センサーライト ④ 住宅用火災警報器※ 

 

死角をなくすために 

 

火災を早く知るために 

 

 

 

 

 

 

 

 

家の周りは安全ですか？ 

放火火災予防のために次のことに注意しましょう。 

 ① ゴミなどは決まった日に！ 

家の周りには、燃えやすいものを置かないようにしましょう。 

 ② 戸締りは忘れずに！ 

空き家、ゴミ集積場、物置などにはカギをかけましょう。 

 ③ 燃えやすいものを放置しない！ 

家の周りに、ダンボールなどの燃えやすいものを置かない。 

郵便受けに新聞紙やチラシをためない。 
 

       ※住宅用火災警報器は全ての住宅に設置が義務付けられていますので、まだ未設置の方は早急に設置してください。 

          また、設置してから１０年以上経過しているものは、内蔵電池が切れている可能性がありますので、点検し異常が無いかを確認してください。 

最近、会津若松広域消防本部管内で、放火が疑われる不審火が続いています。 

下記の内容にご注意ください。 

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部予防課 0242-59-1403  

会津若松消防署 0242-25-1205 会津坂下消防署 0242-84-2119 猪苗代消防署0242-62-4433 会津美里消防署 0242-54-3934 


